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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末に接続可能に構成され、前記移動端末の送信レートを制御する第１の基地局と
、該第１の基地局に隣接した第２の基地局と、前記第１及び第２の基地局を制御する基地
局制御装置とを有してなる移動通信システムにおいて、
　前記移動端末は、前記第１の基地局がカバーするエリアから前記第２の基地局がカバー
するエリアへ移動している際に、前記第１及び第２の基地局から送信された下り信号を受
信し、受信されたそれぞれの下り信号の受信電力を測定し、前記第１の基地局から送信さ
れた下り信号の受信電力と前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力との差分
が予め設定された第１の差分閾値よりも小さくなった場合、前記移動端末に対するスケジ
ューリングの補正を前記基地局制御装置へ要求し、その後、前記第１の基地局から送信さ
れた下り信号の受信電力と前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力との差分
が予め設定された第２の差分閾値よりも大きくなった場合、前記移動端末に対するスケジ
ューリングの補正の解除を前記基地局制御装置へ要求し、
　前記基地局制御装置は、前記移動端末からスケジューリングの補正が要求された場合、
前記第１の基地局へ前記移動端末のスケジューリングの補正の開始を指示し、前記移動端
末からスケジューリングの補正の解除が要求された場合、前記第１の基地局へ前記移動端
末のスケジューリングの補正の終了を指示し、
　前記第１の基地局は、前記基地局制御装置から前記移動端末のスケジューリングの補正
の開始が指示されてから前記移動端末がソフトハンドオーバー状態になるまでの間、及び
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前記移動端末がソフトハンドオーバー状態ではなくなってから前記基地局制御装置から前
記移動端末のスケジューリングの補正の終了が指示されるまでの間において、前記移動端
末から送信される信号の送信レートを制御するための送信レート制御信号を、送信レート
を下げるように補正し、補正された送信レート制御信号を前記移動端末へ送信することを
特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　移動端末に接続可能に構成され、前記移動端末の送信レートを制御する第１の基地局と
、該第１の基地局に隣接した第２の基地局と、前記第１及び第２の基地局を制御する基地
局制御装置とを有してなる移動通信システムにおいて、
　前記移動端末は、前記第１の基地局がカバーするエリアから前記第２の基地局がカバー
するエリアへ移動している際に、前記第２の基地局から送信された下り信号を受信し、受
信された下り信号の受信電力を測定し、該受信電力が予め設定された第１のレベル閾値よ
りも大きくなった場合、前記移動端末に対するスケジューリングの補正を前記基地局制御
装置へ要求し、その後、前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力が予め設定
された第２のレベル閾値よりも小さくなった場合、前記移動端末に対するスケジューリン
グの補正の解除を前記基地局制御装置へ要求し、
　前記基地局制御装置は、前記移動端末からスケジューリングの補正が要求された場合、
前記第１の基地局へ前記移動端末のスケジューリングの補正の開始を指示し、前記移動端
末からスケジューリングの補正の解除が要求された場合、前記第１の基地局へ前記移動端
末のスケジューリングの補正の終了を指示し、
　前記第１の基地局は、前記基地局制御装置から前記移動端末のスケジューリングの補正
の開始が指示されてから前記移動端末がソフトハンドオーバー状態になるまでの間、及び
前記移動端末がソフトハンドオーバー状態ではなくなってから前記基地局制御装置から前
記移動端末のスケジューリングの補正の終了が指示されるまでの間において、前記移動端
末から送信される信号の送信レートを制御するための送信レート制御信号を、送信レート
を下げるように補正し、補正された送信レート制御信号を前記移動端末へ送信することを
特徴とする移動通信システム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の移動通信システムにおいて、
　前記送信レート制御信号は、Ｒａｔｅ　Ｇｒａｎｔ信号であることを特徴とする移動通
信システム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の移動通信システムにおいて、
　前記基地局は、前記移動端末に対するスケジューリングについて、前記移動端末にとっ
て前記基地局が前記第１の基地局となる場合であり、且つ前記補正が行われていない移動
端末に対するスケジューリングが最も高く、次に、前記補正が行われている移動端末に対
するスケジューリングが高く、次に、前記移動端末にとって前記基地局が前記第２の基地
局となる場合の前記移動端末に対するスケジューリングが高いという優先度をつけること
を特徴とする移動通信システム。
【請求項５】
　第１の基地局と通信を行っている移動端末であって、
　前記第１の基地局がカバーするエリアから前記第１の基地局に隣接した第２の基地局が
カバーするエリアへ移動している際に、前記第１及び第２の基地局から送信された下り信
号を受信し、受信されたそれぞれの下り信号の受信電力を測定し、前記第１の基地局から
送信された下り信号の受信電力と前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力と
の差分が予め設定された第１の差分閾値よりも小さくなってから、前記第１の基地局から
送信された下り信号の受信電力と前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力と
の差分が予め設定された第２の差分閾値よりも大きくなるまでの間において、前記移動端
末がソフトハンドオーバー状態ではない場合、前記第１の基地局へ信号を送信するための
送信電力を下げる移動端末。
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【請求項６】
　第１の基地局と通信を行っている移動端末であって、
　前記第１の基地局がカバーするエリアから前記第１の基地局に隣接した第２の基地局が
カバーするエリアへ移動している際に、前記第２の基地局から送信された下り信号を受信
し、受信された下り信号の受信電力を測定し、該受信電力が予め設定された第１のレベル
閾値よりも大きくなってから、前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力が予
め設定された第２のレベル閾値よりも小さくなるまでの間において、前記移動端末がソフ
トハンドオーバー状態でない場合、前記第１の基地局へ信号を送信するための送信電力を
下げる移動端末。
【請求項７】
　移動端末に接続可能に構成され、前記移動端末の送信レートを制御する第１の基地局と
、該第１の基地局に隣接した第２の基地局と、前記第１及び第２の基地局を制御する基地
局制御装置とを有してなる移動通信システムにおける移動端末送信スケジューリング方法
であって、
　前記第１及び第２の基地局から送信されて前記移動端末にて受信された下り信号の受信
電力を前記移動端末にてそれぞれ測定する処理と、
　前記移動端末が前記第１の基地局がカバーするエリアから前記第２の基地局がカバーす
るエリアへ移動している際に、前記第１の基地局から送信された下り信号の受信電力と前
記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力との差分が予め設定された第１の差分
閾値よりも小さくなった場合、前記移動端末に対するスケジューリングの補正を前記基地
局制御装置へ要求し、その後、前記第１の基地局から送信された下り信号の受信電力と前
記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力との差分が予め設定された第２の差分
閾値よりも大きくなった場合、前記移動端末に対するスケジューリングの補正の解除を前
記基地局制御装置へ要求する処理と、
　前記移動端末からスケジューリングの補正が要求された基地局制御装置にて、前記第１
の基地局へ前記移動端末のスケジューリングの補正の開始を指示する処理と、
　前記移動端末からスケジューリングの補正の解除が要求された基地局制御装置にて、前
記第１の基地局へ前記移動端末のスケジューリングの補正の終了を指示する処理と、
　前記第１の基地局にて、前記基地局制御装置から前記移動端末のスケジューリングの補
正の開始が指示されてから前記移動端末がソフトハンドオーバー状態になるまでの間、及
び前記移動端末がソフトハンドオーバー状態ではなくなってから前記基地局制御装置から
前記移動端末のスケジューリングの補正の終了が指示されるまでの間において、前記移動
端末から送信される信号の送信レートを制御するための送信レート制御信号を、送信レー
トを下げるように補正する処理と、
　補正された送信レート制御信号を前記第１の基地局から前記移動端末へ送信する処理と
を有する移動端末送信スケジューリング方法。
【請求項８】
　移動端末に接続可能に構成され、前記移動端末の送信レートを制御する第１の基地局と
、該第１の基地局に隣接した第２の基地局と、前記第１及び第２の基地局を制御する基地
局制御装置とを有してなる移動通信システムにおける移動端末送信スケジューリング方法
であって、
　前記第２の基地局から送信されて前記移動端末にて受信された下り信号の受信電力を前
記移動端末にて測定する処理と、
　前記移動端末が前記第１の基地局がカバーするエリアから前記第２の基地局がカバーす
るエリアへ移動している際に、前記受信電力が予め設定された第１のレベル閾値よりも大
きくなった場合、前記移動端末に対するスケジューリングの補正を前記基地局制御装置へ
要求し、その後、前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力が予め設定された
第２のレベル閾値よりも小さくなった場合、前記移動端末に対するスケジューリングの補
正の解除を前記基地局制御装置へ要求する処理と、
　前記移動端末からスケジューリングの補正が要求された基地局制御装置にて、前記第１
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の基地局へ前記移動端末のスケジューリングの補正の開始を指示する処理と、
　前記移動端末からスケジューリングの補正の解除が要求された基地局制御装置にて、前
記第１の基地局へ前記移動端末のスケジューリングの補正の終了を指示する処理と、
　前記第１の基地局にて、前記基地局制御装置から前記移動端末のスケジューリングの補
正の開始が指示されてから前記移動端末がソフトハンドオーバー状態になるまでの間、及
び前記移動端末がソフトハンドオーバー状態ではなくなってから前記基地局制御装置から
前記移動端末のスケジューリングの補正の終了が指示されるまでの間において、前記移動
端末から送信される信号の送信レートを制御するための送信レート制御信号を、送信レー
トを下げるように補正する処理と、
　補正された送信レート制御信号を前記第１の基地局から前記移動端末へ送信する処理と
を有する移動端末送信スケジューリング方法。
【請求項９】
　請求項７または請求項８に記載の移動端末送信スケジューリング方法において、
　前記送信レート制御信号は、Ｒａｔｅ　Ｇｒａｎｔ信号であることを特徴とする移動端
末送信スケジューリング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信システムにおける移動端末から送信されるデータの送信レートの
スケジューリングを行う移動通信システム、移動端末及び移動端末送信スケジューリング
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に移動通信システムにおいては、基地局において、当該基地局がカバーするエリ
アであるセル内に存在する移動端末に対して当該移動端末の送信電力の制御が行われてお
り、移動端末がセルの端に存在する場合、移動端末がセルの中心、つまり基地局の近くに
存在する場合と同じ品質を保つために、移動端末の送信電力が大きくなるように制御され
る。また、移動端末が高速で移動している場合においても、当該移動端末からの送信波の
伝搬特性の変動も高速となり、それにより、受信側において送信波の伝搬特性に基づいた
チャネルの推定処理が追いつかずに受信特性が悪化してしまうため、それを防ぐためにも
移動端末の送信電力が大きくなるように制御される。
【０００３】
　また近年、移動体通信技術の代表的なものであるＣＤＭＡ通信システムにおいて、移動
端末から基地局への通信方向である上り回線の高速化についての需要が高まりつつあり、
従来の個別チャネルよりも大きな送信電力を必要とする上りパケット伝送方式であるＥＵ
ＤＣＨ（Enhanced Uplink Dedicated Channel）が仕様化されている。
【０００４】
　このＥＵＤＣＨでは、上り高速通信を行う移動端末が基地局から遠ざかる方向に移動す
る場合、基地局において、無線リソースに余裕がある限り、高い送信レートを保つために
、移動端末に対して送信電力を上げるような指示が行われている。また、基地局において
、Ｒａｔｅ　Ｇｒａｎｔ信号を用いて、セル全体のノイズ量に対する移動端末の送信電力
を制御するために送信レートのスケジューリングが行われている。具体的には、基地局に
おいて、セル内のＲｏＴ（Rise over Thermal：ノイズ増加量）が一定になるように、Ｅ
ＵＤＣＨを用いて通信を行っているセル内の移動端末に対して、送信レートのスケジュー
リングが行われている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
　また、ソフトハンドオーバー状態にある場合は、隣接するセルへの干渉が大きいため、
一定の伝送レートで送信を行うことにより、隣接するセルへの干渉の変動を小さくする方
法が考えられている（例えば、特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開２００４－２１５２７６号公報
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【特許文献２】特開２００４－２６６８１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述したように移動端末がセルの端に存在する場合に送信電力が大きく
なるように制御されると、当該移動端末から送信される信号により、隣接するセルにて干
渉が生じてしまうことがあり、その際、移動端末が高速で移動している場合には、さらに
干渉が大きくなってしまうという問題点がある。
【０００７】
　また、干渉が増大すると、隣接するセルにおけるノイズ量が大きくなってしまい、Ｒｏ
Ｔを一定に保とうとする特許文献１に記載された方法においては、隣接するセル内に存在
するＥＵＤＣＨを用いて通信を行っている移動端末の送信電力を下げるようなスケジュー
リングが行われてしまう。そのため、移動端末においては、小さな送信電力でも品質を保
つために、ＥＵＤＣＨの送信レートが下がることとなり、他のセルに存在する移動端末の
影響で隣接するセルにおけるスループットの低下を招いてしまうという問題点がある。
【０００８】
　また、特許文献２に記載された方法においては、移動端末がソフトハンドオーバー状態
にある場合に隣接するセルへの干渉の変動を軽減する方法であって、移動端末が隣接する
セルへの干渉の大きさがソフトハンドオーバー状態とほぼ同等であるソフトハンドオーバ
ー開始直前あるいはソフトハンドオーバー終了直後の状態にある場合における隣接するセ
ルへの干渉の軽減については考慮されていない。
【０００９】
　本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、
ソフトハンドオーバー開始直前あるいはソフトハンドオーバー終了直後において隣接する
セルへの干渉を軽減することができる移動通信システム、移動端末及び移動端末送信スケ
ジューリング方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明は、
　移動端末に接続可能に構成され、前記移動端末の送信レートを制御する第１の基地局と
、該第１の基地局に隣接した第２の基地局と、前記第１及び第２の基地局を制御する基地
局制御装置とを有してなる移動通信システムにおいて、
　前記移動端末は、前記第１の基地局がカバーするエリアから前記第２の基地局がカバー
するエリアへ移動している際に、前記第１及び第２の基地局から送信された下り信号を受
信し、受信されたそれぞれの下り信号の受信電力を測定し、前記第１の基地局から送信さ
れた下り信号の受信電力と前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力との差分
が予め設定された第１の差分閾値よりも小さくなった場合、前記移動端末に対するスケジ
ューリングの補正を前記基地局制御装置へ要求し、その後、前記第１の基地局から送信さ
れた下り信号の受信電力と前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力との差分
が予め設定された第２の差分閾値よりも大きくなった場合、前記移動端末に対するスケジ
ューリングの補正の解除を前記基地局制御装置へ要求し、
　前記基地局制御装置は、前記移動端末からスケジューリングの補正が要求された場合、
前記第１の基地局へ前記移動端末のスケジューリングの補正の開始を指示し、前記移動端
末からスケジューリングの補正の解除が要求された場合、前記第１の基地局へ前記移動端
末のスケジューリングの補正の終了を指示し、
　前記第１の基地局は、前記基地局制御装置から前記移動端末のスケジューリングの補正
の開始が指示されてから前記移動端末がソフトハンドオーバー状態になるまでの間、及び
前記移動端末がソフトハンドオーバー状態ではなくなってから前記基地局制御装置から前
記移動端末のスケジューリングの補正の終了が指示されるまでの間において、前記移動端
末から送信される信号の送信レートを制御するための送信レート制御信号を、送信レート
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を下げるように補正し、補正された送信レート制御信号を前記移動端末へ送信することを
特徴とする。
【００１１】
　また、移動端末に接続可能に構成され、前記移動端末の送信レートを制御する第１の基
地局と、該第１の基地局に隣接した第２の基地局と、前記第１及び第２の基地局を制御す
る基地局制御装置とを有してなる移動通信システムにおいて、
　前記移動端末は、前記第１の基地局がカバーするエリアから前記第２の基地局がカバー
するエリアへ移動している際に、前記第２の基地局から送信された下り信号を受信し、受
信された下り信号の受信電力を測定し、該受信電力が予め設定された第１のレベル閾値よ
りも大きくなった場合、前記移動端末に対するスケジューリングの補正を前記基地局制御
装置へ要求し、その後、前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力が予め設定
された第２のレベル閾値よりも小さくなった場合、前記移動端末に対するスケジューリン
グの補正の解除を前記基地局制御装置へ要求し、
　前記基地局制御装置は、前記移動端末からスケジューリングの補正が要求された場合、
前記第１の基地局へ前記移動端末のスケジューリングの補正の開始を指示し、前記移動端
末からスケジューリングの補正の解除が要求された場合、前記第１の基地局へ前記移動端
末のスケジューリングの補正の終了を指示し、
　前記第１の基地局は、前記基地局制御装置から前記移動端末のスケジューリングの補正
の開始が指示されてから前記移動端末がソフトハンドオーバー状態になるまでの間、及び
前記移動端末がソフトハンドオーバー状態ではなくなってから前記基地局制御装置から前
記移動端末のスケジューリングの補正の終了が指示されるまでの間において、前記移動端
末から送信される信号の送信レートを制御するための送信レート制御信号を、送信レート
を下げるように補正し、補正された送信レート制御信号を前記移動端末へ送信することを
特徴とする。
【００１２】
　また、前記送信レート制御信号は、Ｒａｔｅ　Ｇｒａｎｔ信号であることを特徴とする
。
【００１３】
　また、前記基地局は、前記移動端末に対するスケジューリングについて、前記移動端末
にとって前記基地局が前記第１の基地局となる場合であり、且つ前記補正が行われていな
い移動端末に対するスケジューリングが最も高く、次に、前記補正が行われている移動端
末に対するスケジューリングが高く、次に、前記移動端末にとって前記基地局が前記第２
の基地局となる場合の前記移動端末に対するスケジューリングが高いという優先度をつけ
ることを特徴とする。
【００１４】
　また、第１の基地局と通信を行っている移動端末であって、
　前記第１の基地局がカバーするエリアから前記第１の基地局に隣接した第２の基地局が
カバーするエリアへ移動している際に、前記第１及び第２の基地局から送信された下り信
号を受信し、受信されたそれぞれの下り信号の受信電力を測定し、前記第１の基地局から
送信された下り信号の受信電力と前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力と
の差分が予め設定された第１の差分閾値よりも小さくなってから、前記第１の基地局から
送信された下り信号の受信電力と前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力と
の差分が予め設定された第２の差分閾値よりも大きくなるまでの間において、前記移動端
末がソフトハンドオーバー状態ではない場合、前記第１の基地局へ信号を送信するための
送信電力を下げる。
【００１５】
　また、第１の基地局と通信を行っている移動端末であって、
　前記第１の基地局がカバーするエリアから前記第１の基地局に隣接した第２の基地局が
カバーするエリアへ移動している際に、前記第２の基地局から送信された下り信号を受信
し、受信された下り信号の受信電力を測定し、該受信電力が予め設定された第１のレベル
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閾値よりも大きくなってから、前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力が予
め設定された第２のレベル閾値よりも小さくなるまでの間において、前記移動端末がソフ
トハンドオーバー状態でない場合、前記第１の基地局へ信号を送信するための送信電力を
下げる。
【００１６】
　また、移動端末に接続可能に構成され、前記移動端末の送信レートを制御する第１の基
地局と、該第１の基地局に隣接した第２の基地局と、前記第１及び第２の基地局を制御す
る基地局制御装置とを有してなる移動通信システムにおける移動端末送信スケジューリン
グ方法であって、
　前記第１及び第２の基地局から送信されて前記移動端末にて受信された下り信号の受信
電力を前記移動端末にてそれぞれ測定する処理と、
　前記移動端末が前記第１の基地局がカバーするエリアから前記第２の基地局がカバーす
るエリアへ移動している際に、前記第１の基地局から送信された下り信号の受信電力と前
記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力との差分が予め設定された第１の差分
閾値よりも小さくなった場合、前記移動端末に対するスケジューリングの補正を前記基地
局制御装置へ要求し、その後、前記第１の基地局から送信された下り信号の受信電力と前
記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力との差分が予め設定された第２の差分
閾値よりも大きくなった場合、前記移動端末に対するスケジューリングの補正の解除を前
記基地局制御装置へ要求する処理と、
　前記移動端末からスケジューリングの補正が要求された基地局制御装置にて、前記第１
の基地局へ前記移動端末のスケジューリングの補正の開始を指示する処理と、
　前記移動端末からスケジューリングの補正の解除が要求された基地局制御装置にて、前
記第１の基地局へ前記移動端末のスケジューリングの補正の終了を指示する処理と、
　前記第１の基地局にて、前記基地局制御装置から前記移動端末のスケジューリングの補
正の開始が指示されてから前記移動端末がソフトハンドオーバー状態になるまでの間、及
び前記移動端末がソフトハンドオーバー状態ではなくなってから前記基地局制御装置から
前記移動端末のスケジューリングの補正の終了が指示されるまでの間において、前記移動
端末から送信される信号の送信レートを制御するための送信レート制御信号を、送信レー
トを下げるように補正する処理と、
　補正された送信レート制御信号を前記第１の基地局から前記移動端末へ送信する処理と
を有する。
【００１７】
　また、移動端末に接続可能に構成され、前記移動端末の送信レートを制御する第１の基
地局と、該第１の基地局に隣接した第２の基地局と、前記第１及び第２の基地局を制御す
る基地局制御装置とを有してなる移動通信システムにおける移動端末送信スケジューリン
グ方法であって、
　前記第２の基地局から送信されて前記移動端末にて受信された下り信号の受信電力を前
記移動端末にて測定する処理と、
　前記移動端末が前記第１の基地局がカバーするエリアから前記第２の基地局がカバーす
るエリアへ移動している際に、前記受信電力が予め設定された第１のレベル閾値よりも大
きくなった場合、前記移動端末に対するスケジューリングの補正を前記基地局制御装置へ
要求し、その後、前記第２の基地局から送信された下り信号の受信電力が予め設定された
第２のレベル閾値よりも小さくなった場合、前記移動端末に対するスケジューリングの補
正の解除を前記基地局制御装置へ要求する処理と、
　前記移動端末からスケジューリングの補正が要求された基地局制御装置にて、前記第１
の基地局へ前記移動端末のスケジューリングの補正の開始を指示する処理と、
　前記移動端末からスケジューリングの補正の解除が要求された基地局制御装置にて、前
記第１の基地局へ前記移動端末のスケジューリングの補正の終了を指示する処理と、
　前記第１の基地局にて、前記基地局制御装置から前記移動端末のスケジューリングの補
正の開始が指示されてから前記移動端末がソフトハンドオーバー状態になるまでの間、及
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び前記移動端末がソフトハンドオーバー状態ではなくなってから前記基地局制御装置から
前記移動端末のスケジューリングの補正の終了が指示されるまでの間において、前記移動
端末から送信される信号の送信レートを制御するための送信レート制御信号を、送信レー
トを下げるように補正する処理と、
　補正された送信レート制御信号を前記第１の基地局から前記移動端末へ送信する処理と
を有する。
【００１８】
　上記のように構成された本発明においては、第１及び第２の基地局から送信されて移動
端末にて受信された下り信号の受信電力がそれぞれ測定され、第１の基地局から送信され
た下り信号の受信電力と第２の基地局から送信された下り信号の受信電力との差分が予め
設定された第１の差分閾値よりも小さくなった場合、あるいは、第２の基地局から送信さ
れた下り信号の受信電力が予め設定された第１のレベル閾値よりも大きくなった場合、移
動端末に対するスケジューリングの補正が基地局制御装置へ要求され、その後、第１の基
地局から送信された下り信号の受信電力と第２の基地局から送信された下り信号の受信電
力との差分が予め設定された第２の差分閾値よりも大きくなった場合、あるいは、第２の
基地局から送信された下り信号の受信電力が予め設定された第２のレベル閾値よりも小さ
くなった場合、移動端末に対するスケジューリングの補正の解除が基地局制御装置へ要求
され、基地局制御装置にて、移動端末からスケジューリングの補正が要求された場合、第
１の基地局へ移動端末のスケジューリングの補正の開始が指示され、移動端末からスケジ
ューリングの補正の解除が要求された場合、第１の基地局へ移動端末のスケジューリング
の補正の終了が指示され、第１の基地局にて、基地局制御装置から移動端末のスケジュー
リングの補正の開始が指示されてから移動端末がソフトハンドオーバー状態になるまでの
間、及び移動端末がソフトハンドオーバー状態ではなくなってから基地局制御装置から移
動端末のスケジューリングの補正の終了が指示されるまでの間において、移動端末から送
信される信号の送信レートを制御するための送信レート制御信号が、送信レートを下げる
ように補正され、補正された送信レート制御信号が第１の基地局から移動端末へ送信され
る。
【００１９】
　このため、ソフトハンドオーバー状態となる領域でなくても、ソフトハンドオーバー状
態に近い移動端末による隣接するセルへの干渉が発生する領域を設定することができ、当
該領域内に移動端末が存在する場合には、移動端末の送信レートのスケジューリングが補
正されることにより、隣接するセルへの干渉が軽減される。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように本発明においては、第１及び第２の基地局から送信されて移動端末
にて受信された下り信号の受信電力をそれぞれ測定し、第１の基地局から送信された下り
信号の受信電力と第２の基地局から送信された下り信号の受信電力との差分が予め設定さ
れた第１の差分閾値よりも小さくなった場合、あるいは、第２の基地局から送信された下
り信号の受信電力が予め設定された第１のレベル閾値よりも大きくなった場合、移動端末
に対するスケジューリングの補正を基地局制御装置へ要求し、その後、第１の基地局から
送信された下り信号の受信電力と第２の基地局から送信された下り信号の受信電力との差
分が予め設定された第２の差分閾値よりも大きくなった場合、あるいは、第２の基地局か
ら送信された下り信号の受信電力が予め設定された第２のレベル閾値よりも小さくなった
場合、移動端末に対するスケジューリングの補正の解除を基地局制御装置へ要求し、基地
局制御装置にて、移動端末からスケジューリングの補正が要求された場合、第１の基地局
へ移動端末のスケジューリングの補正の開始を指示し、移動端末からスケジューリングの
補正の解除が要求された場合、第１の基地局へ移動端末のスケジューリングの補正の終了
を指示し、第１の基地局にて、基地局制御装置から移動端末のスケジューリングの補正の
開始が指示されてから移動端末がソフトハンドオーバー状態になるまでの間、及び移動端
末がソフトハンドオーバー状態ではなくなってから基地局制御装置から移動端末のスケジ
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ューリングの補正の終了が指示されるまでの間において、移動端末から送信される信号の
送信レートを制御するための送信レート制御信号を、送信レートを下げるように補正し、
補正された送信レート制御信号を第１の基地局から移動端末へ送信する構成としたため、
ソフトハンドオーバー開始直前及びソフトハンドオーバー終了直後において隣接するセル
への干渉を軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の移動通信システムの実施の一形態を示す図である。
【００２３】
　図１に示すように本形態においては、基地局２，４と、基地局２と基地局４との間を移
動する移動端末１と、基地局２，４に接続され、基地局２，４を制御する基地局制御装置
８とが設けられており、基地局２と基地局４とは隣接しており、また、基地局２，４がカ
バーするエリアがそれぞれセル３，５となっている。また、セル３，５の端のエリアであ
って、移動端末１にてソフトハンドオーバーが行われるエリアがＳＨＯ領域６として、ま
たＳＨＯ領域６外であって移動端末１が隣接するセルに干渉すると判断されるエリアが補
正領域７として設定されている。
【００２４】
　図２は、図１に示した移動通信システムにおける補正領域７の設定基準の一例を示す図
である。
【００２５】
　図２に示すように本例における補正領域７は、基地局２から送信された下りパイロット
信号がセル３からセル５へ移動している移動端末１にて受信される受信電力レベルと、基
地局４から送信された下りパイロット信号がセル３からセル５へ移動している移動端末１
にて受信される受信電力レベルとの差分が、予め設定された第１の差分閾値である補正開
始下り信号差分閾値２１よりも小さくなってから、その後、予め設定された第２の差分閾
値である補正終了下り信号差分閾値２２よりも大きくなるまでの領域であり、且つＳＨＯ
領域６ではない領域である。
【００２６】
　なお、ＳＨＯ領域６の設定基準については、従来の技術であるため、ここで詳細には記
述しない。
【００２７】
　図３は、図１に示した移動通信システムにおける補正領域７の設定基準の他の例を示す
図である。
【００２８】
　図３に示すように本例における補正領域７は、隣接した基地局４から送信された下りパ
イロット信号がセル３からセル５へ移動している移動端末１にて受信される受信電力レベ
ルが、予め設定された第１のレベル閾値である補正開始下り信号レベル閾値３１よりも大
きくなってから、その後、隣接した基地局２から送信された下りパイロット信号がセル３
からセル５へ移動している移動端末１にて受信される受信レベルが、予め設定された第２
のレベル閾値である補正終了下り信号レベル閾値３２よりも小さくなるまでの領域であり
、且つＳＨＯ領域６ではない領域である。ここで隣接した基地局とは、移動端末１がセル
３内に存在する場合は基地局４であり、移動端末１がセル５内に存在する場合は基地局２
である。
【００２９】
　図４は、図１に示した移動通信システムにおける移動端末１の構成を示す図である。
【００３０】
　図４に示すように移動端末１には、基地局２，４から送信された下りパイロット信号を
受信する下り信号受信部４１と、下り信号受信部４１にて受信された下りパイロット信号



(10) JP 4569768 B2 2010.10.27

10

20

30

40

50

の受信電力を測定する受信電力測定部４２と、受信電力測定部４２にて測定された受信電
力に基づいて、移動端末１が図１に示した補正領域７に存在するかどうかを判定する判定
部４３と、判定部４３にて判定された結果を基地局２，４へ送信する要求信号送信部４４
とが設けられている。なお、図４は、移動端末１内部の構成において、本発明に関する構
成のみを示している。
【００３１】
　図５は、図１に示した移動通信システムにおける基地局２の構成を示す図である。なお
、基地局４についても基地局２と同様の構成である。
【００３２】
　図５に示すように基地局２には、図１に示した基地局制御装置８及び移動端末１から送
信された信号を受信する受信部５１と、受信部５１にて受信された信号を判定する信号判
定部５２と、移動端末１から送信される上り信号の送信レートについてのスケジューリン
グを行うスケジューリング制御部５３と、信号判定部５２にて判定された判定結果に基づ
いて、スケジューリング制御部５３にて制御された値を補正して、Ｒａｔｅ　Ｇｒａｎｔ
信号として移動端末１へ送信する補正部５４とが設けられている。なお、図５は、基地局
２内部の構成において、本発明に関する構成のみを示している。また、Ｒａｔｅ　Ｇｒａ
ｎｔ信号とは、ＥＵＤＣＨにおいて、基地局２，４が移動端末１に対して送信レートを制
御するための送信レート制御信号である。
【００３３】
　以下に上記のように構成された移動通信システムにおける移動端末送信スケジューリン
グ方法について説明する。
【００３４】
　図６は、図１、図４及び図５に示した移動通信システムにおける移動端末送信スケジュ
ーリング方法を説明するためのシーケンス図である。
【００３５】
　まず、初期設定として、図２に示した補正開始下り信号差分閾値２１及び補正終了下り
信号差分閾値２２、または図３に示した補正開始下り信号レベル閾値３１及び補正終了下
り信号レベル閾値３２が、移動端末１の判定部４３に予め設定される。判定部４３に予め
設定される図２に示した補正開始下り信号差分閾値２１及び補正終了下り信号差分閾値２
２、または図３に示した補正開始下り信号レベル閾値３１及び補正終了下り信号レベル閾
値３２は、セル３，５の半径等を考慮してシステムによって任意に設定される値である。
ここでは、補正開始下り信号差分閾値２１及び補正終了下り信号差分閾値２２を用いた場
合を例に挙げて説明する。
【００３６】
　また、図１に示した移動端末１は最初にセル３内に存在しており、セル３からセル５へ
向かって、基地局２から遠ざかっていき、且つ基地局４に近づいていくように移動してい
るものとする。
【００３７】
　移動端末１がセル３に存在する場合、移動端末１を制御するＳｅｒｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌ
である第１の基地局が基地局２であり、第１の基地局に隣接した移動端末１を制御しない
Ｎｏｎ－Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌである第２の基地局が基地局４である。
まず、基地局２及び基地局４から送信された下りパイロット信号が移動端末１の下り信号
受信部１にて受信されると、受信されたそれぞれの下りパイロット信号の受信電力が受信
電力測定部４２にて測定される。
【００３８】
　測定されたそれぞれの受信電力は受信電力測定部４２から判定部４３へ出力され、判定
部４３に入力されたそれぞれの受信電力について、基地局２から送信されてきた下りパイ
ロット信号の受信電力と基地局４から送信されてきた下りパイロット信号の受信電力との
差分が、予め設定された補正開始下り信号差分閾値２１と比較される。
【００３９】
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　比較された結果、測定された受信電力の差分が予め設定された補正開始下り信号差分閾
値２１よりも小さな場合、移動端末１が補正領域７に入ったと認識され、移動端末１に対
するスケジューリングの補正を要求する補正領域スケジューリング要求が要求信号送信部
４４から基地局２を介して基地局制御装置８へ送信される（ステップＳ１）。
【００４０】
　送信された補正領域スケジューリング要求が基地局制御装置８にて受信されると、基地
局制御装置８から基地局２へ移動端末１のスケジューリングの補正の開始を指示するため
のスケジューリング補正開始要求が送信される（ステップＳ２）。
【００４１】
　送信されたスケジューリング補正開始要求が基地局２の受信部５１にて受信され、受信
部５１にて受信された信号が信号判定部５２によってスケジューリング補正開始要求であ
ると認識されると、信号判定部５２にて隣接するセル５への干渉を抑制するために移動端
末１から送信される上り信号の送信レートを下げるようなスケジューリング補正信号が生
成され、生成されたスケジューリング補正信号が補正部５４へ出力される。
【００４２】
　一方、スケジューリング制御部５３にて移動端末１の送信レートについてのスケジュー
リングが行われており、スケジューリング信号がスケジューリング制御部５３から補正部
５４へ出力される。
【００４３】
　スケジューリング制御部５３から出力されたスケジューリング信号と、信号判定部５２
から出力されたスケジューリング補正信号とが補正部５４に入力されると、補正部５４に
てスケジューリング補正信号に基づいてスケジューリング信号が補正され、補正されたス
ケジューリング信号に基づいたＲａｔｅ　Ｇｒａｎｔ信号が移動端末１へ送信され（ステ
ップＳ３）、移動端末１の送信レートが下げられる。
【００４４】
　その後、移動端末１がＳＨＯ領域６に入ると、移動端末１がＳＨＯ領域６に入った旨を
示すＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ報告が移動端末１から基地局２を介して基地局制御装置８へ
送信される（ステップＳ４）。
【００４５】
　基地局制御装置８にてＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ報告が受信されると、基地局制御装置８
から基地局４へアクティブセット追加要求が送信され（ステップＳ５）、それと同時に基
地局２へ基地局４がアクティブセットに追加された旨を示すアクティブセット追加通知が
送信される（ステップＳ６）。
【００４６】
　基地局２の受信部５１にてアクティブセット追加通知が受信されると、受信された信号
がアクティブセット追加通知であることが信号判定部５２にて判定され、スケジューリン
グ補正信号の出力が停止される。そして、スケジューリング制御部５３から出力され、補
正部５４に入力されたスケジューリング信号に基づいたＲａｔｅ　Ｇｒａｎｔ信号が移動
端末１へ送信される。つまり通常のスケジューリングが行われることになる（ステップＳ
７）。
【００４７】
　その後、移動端末１がセル３からセル５内に移動してＳＨＯ領域６から出ると、移動端
末１がＳＨＯ領域６から出る旨を示すＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ報告が移動端末１から基地
局４を介して基地局制御装置８へ送信される（ステップＳ８）。ここで、ステップＳ７と
ステップＳ８との間において、第１の基地局が基地局２から基地局４へと変わり、第２の
基地局が基地局４から基地局２へと変わる。
【００４８】
　基地局制御装置８にてＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ報告が受信されると、基地局制御装置８
から基地局２へアクティブセット削除要求が送信され（ステップＳ９）、それと同時に基
地局４へ基地局２がアクティブセットから削除された旨を示すアクティブセット削除通知
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が送信される（ステップＳ１０）。
【００４９】
　なお、ステップＳ４～ステップＳ１０の処理については、従来のソフトハンドオーバー
における処理と同様であるため、各処理の詳細についてはここでは記述しない。
【００５０】
　基地局４の受信部５１にてアクティブセット削除通知が受信されると、受信された信号
がアクティブセット追加通知であることが信号判定部５２にて判定され、信号判定部５２
にて隣接するセル３への干渉を抑制するために移動端末１から送信される上り信号の送信
レートを下げるようなスケジューリング補正信号が生成され、生成されたスケジューリン
グ補正信号が補正部５４へ出力される。
【００５１】
　一方、スケジューリング制御部５３にて移動端末１の送信レートについてのスケジュー
リングが行われており、スケジューリング信号がスケジューリング制御部５３から補正部
５４へ出力される。
【００５２】
　スケジューリング制御部５３から出力されたスケジューリング信号と、信号判定部５２
から出力されたスケジューリング補正信号とが補正部５４に入力されると、補正部５４に
てスケジューリング補正信号に基づいてスケジューリング信号が補正され、補正されたス
ケジューリング信号に基づいたＲａｔｅ　Ｇｒａｎｔ信号が移動端末１へ送信され（ステ
ップＳ１１）、移動端末１の送信レートが下げられる。
【００５３】
　その後、移動端末１が基地局４へ近づくように移動すると、受信電力測定部４２にて測
定された基地局２と基地局４とから送信されたそれぞれの下りパイロット信号の受信電力
の差分が予め設定された補正終了下り信号差分閾値２２よりも大きな値であることが判定
部４３にて判定され、移動端末１が補正領域７を出たことを示す補正領域スケジューリン
グ解除要求が要求信号送信部４４から基地局４を介して基地局制御装置８へ送信される（
ステップＳ１２）。
【００５４】
　送信された補正領域スケジューリング解除要求が基地局制御装置８にて受信されると、
基地局制御装置８から基地局４へ移動端末１のスケジューリングの補正の終了を指示する
ためのスケジューリング補正終了要求が送信される（ステップＳ１３）。
【００５５】
　基地局４の受信部５１にてスケジューリング補正終了要求が受信されると、受信された
信号がスケジューリング補正終了要求であることが信号判定部５２にて判定され、スケジ
ューリング補正信号の出力が停止される。そして、スケジューリング制御部５３から出力
され、補正部５４に入力されたスケジューリング信号に基づいたＲａｔｅ　Ｇｒａｎｔ信
号が移動端末１へ送信される。つまり通常のスケジューリングが行われることになる（ス
テップＳ１４）。
【００５６】
　なお、ステップＳ３及びステップＳ１１にて、生じてしまう干渉を抑制する目的で移動
端末１のＥｂ／Ｎｏ（Energy per bit to Noise power density ratio）を下げるために
送信レートを下げるための補正スケジューリングを行うこととなるが、下げられたＥｂ／
Ｎｏが所要の品質を満たすことを最低条件とすることは言うまでもない。
【００５７】
　また、上述した実施の形態においては、移動端末１に対して送信レートを下げるために
、Ｒａｔｅ　Ｇｒａｎｔ信号を用いた処理を例に挙げて説明したが、送信レートの変更が
可能な他の信号を用いることができるのであれば、Ｒａｔｅ　Ｇｒａｎｔ信号に限らず、
送信レートの変更可能な他の信号を用いることも考えられる。
【００５８】
　また、移動端末１にて補正領域７内に存在すると認識された場合、移動端末１から信号



(13) JP 4569768 B2 2010.10.27

10

20

30

40

を送信するための送信電力を移動端末１によって自律的に下げるように制御されるもので
あっても良い。送信電力が下げられると、移動端末１から送信された信号について基地局
２，４における受信誤りが発生し、基地局２，４によって移動端末１の送信レートを下げ
るためのスケジューリングが行われることになる。
【００５９】
　さらに、システム容量を有効に使用するために、移動端末１の状態によって優先度をつ
けたスケジューリングを行っても良い。例えば、当該基地局が移動端末１にとって第１の
基地局となる場合であり且つ補正領域７外に存在する移動端末１が最も優先度が高く、次
に、当該基地局がカバーするセル内に存在し且つ補正領域７内に存在する移動端末１が優
先度が高く、次に、当該基地局が移動端末１にとって第２の基地局となる場合の移動端末
１が優先度が高いというように優先度をつけても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の移動通信システムの実施の一形態を示す図である。
【図２】図１に示した移動通信システムにおける補正領域の設定基準の一例を示す図であ
る。
【図３】図１に示した移動通信システムにおける補正領域の設定基準の他の例を示す図で
ある。
【図４】図１に示した移動通信システムにおける移動端末の構成を示す図である。
【図５】図１に示した移動通信システムにおける基地局の構成を示す図である。
【図６】図１、図４及び図５に示した移動通信システムにおける移動端末送信スケジュー
リング方法を説明するためのシーケンス図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　移動端末
　２，４　　基地局
　３，５　　セル
　６　　ＳＨＯ領域
　７　　補正領域
　８　　基地局制御装置
　２１　　補正開始下り信号差分閾値
　２２　　補正終了下り信号差分閾値
　３１　　補正開始下り信号レベル閾値
　３２　　補正終了下り信号レベル閾値
　４１　　下り信号受信部
　４２　　受信電力測定部
　４３　　判定部
　４４　　要求信号送信部
　５１　　受信部
　５２　　信号判定部
　５３　　スケジューリング制御部
　５４　　補正部
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